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「カゼトゲタナゴ」と「スイゲンゼニタナゴ」，
その名称をめぐる混乱と保全

Nomenclatural confusion of and 
conservation issues for “Kazetogetanago” 

and “Suigenzenitanago”

九州北中部に分布する「カゼトゲタナゴ」と山陽地
方に分布する「スイゲンゼニタナゴ」の日本個体群は，
環境省のレッドリストにおいてそれぞれ絶滅危惧 IB類
と IA類にランクされる，保全を必要とするタナゴ亜科
の淡水魚である（環境省，2012）．2013年に出版された
「日本産魚類検索　全種の同定，第三版」（中坊，2013；
以下魚類検索三版と記す）では，「スイゲンゼニタナゴ」
を独立した分類群ではなく，「カゼトゲタナゴ」の一地
域個体群として扱うことが提案され（細谷，2013），そ
の後に出版されたいくつかの図鑑類でも同様の扱いがな
されている（例えば，瀬能，2013；細谷，2014）．それ
以来，これらの魚種の名称や分類学的地位，さらには保
全方針をめぐる議論や混乱が一部の研究や保全の現場で
巻き起こっている．本稿では，現状を簡単に俯瞰しなが
ら，今後の保全に向けて，いくつかの意見を述べる．
要点は以下のとおりである．（1） まず今回の混乱の主

な原因は，魚類検索三版の分類学的付記における，誤解
を根拠にしたと読み取れる形での命名法的行為にある．
しかしそれだけでなく，（2）形態的な区別が容易でない
異所的地域個体群への命名行為にまつわる問題や，担名
タイプ標本のデータ誤記の可能性のために，分類学的解
決が単純・容易でない状況がある．そして，分類学を含
め，学術的な意見表明や論争は，本質的には社会的要請
に制約を受けることなく，自由に行われるべきものであ
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るが，（3）「スイゲンゼニタナゴ」の保全を停滞・後退
させる合理的根拠は一切なく，その保全施策や活動は，
学術的に過渡的な状況によって悪影響を受けるべきでは
ない．

なぜ「魚類検索三版」における学名変更が受け入れられ
にくいのか：2 つの理由
魚類検索三版において，細谷（2013）は，従来

Rhodeus atremius atremius (Jordan and Thompson, 1914) と
Rhodeus atremius suigensis (Mori, 1935) の 2亜種とされて
きた「カゼトゲタナゴ」と「スイゲンゼニタナゴ」日本
個体群を，Rhodeus smithii smithii (Regan, 1908) という 1亜
種にまとめた．そして，本亜種に対して「カゼトゲタナ
ゴ」の和名を適用し，「スイゲンゼニタナゴ」日本個体
群を独立した分類群ではなく，「カゼトゲタナゴ山陽個
体群」という一地方個体群として扱うことを提案した．
また朝鮮半島産の Rhodeus atremius suigensisと中国産の
Rhodeus notatus Nichols, 1929は，もう 1つの亜種 Rhodeus 
smithii notatus Nichols, 1929（和名：スイゲンゼニタナゴ）
としてまとめられた．細谷（2013）は，先に命名された
Acheilognathus smithii Regan, 1908のホロタイプがカゼト
ゲタナゴ類であること（Kimura and Nagata, 1992）を再確
認し，カゼトゲタナゴ類の最古参名がこの種であること
を述べている．それに加え，分子系統学・遺伝集団学的
な証拠（Okazaki et al., 2001；Miyake et al., 2011）をあげ
つつ，また形態的類似性に言及しながら，山陽の個体群
だけを種または亜種としてみなす根拠がないとして，上
記の変更を行った．
上記のうち多くの紙面を割いている系統・遺伝集団学

的な証拠（Okazaki et al., 2001；Miyake et al., 2011）に関
する部分は，不適切な，あるいは誤解にもとづくと読み
取れる記述を含んでいる．詳細はすでに河村（2013a, b）
が指摘しているが，まず，「カゼトゲタナゴ」と「スイ
ゲンゼニタナゴ」が「亜種を分かつほどの分化を遂げて
いない」（細谷，2013: 1814）とする根拠として，真逆の
内容を強調する Miyake et al.（2011）をあげている点で
ある（細谷，2013: 1815）．Miyake et al.（2011）は，「ス
イゲンゼニタナゴ」日本個体群と「カゼトゲタナゴ」
が，それぞれ「スイゲンゼニタナゴ」朝鮮半島個体群と
対等に大きく分化した単系統群であることを示してい
る．また同論文は，「スイゲンゼニタナゴ」日本個体群
の一部が「カゼトゲタナゴ」と近縁だとする Okazaki et 
al.（2001）の結果が人為的な遺伝的撹乱の結果である可
能性が高いことを，包括的なデータに基づいて導き出し
ている．もう一点，Okazaki et al.（2001）は韓国産の「ス
イゲンゼニタナゴ」を分析していないので（中国遼寧
省産），この文献を根拠にして，細谷（2013: 1814–1815）
が「韓国産スイゲンゼニタナゴは中国産に近縁であるこ
とがわかった」とし，カゼトゲタナゴ類を日本クレード
と大陸系クレードに分類学的に二分するのは，いささか
強引である．ただし，以上のことは，「スイゲンゼニタ

ナゴ」を「カゼトゲタナゴ」の同一亜種内の一地方集団
とする分類学的措置自体が不適切であることを直ちに意
味するわけではない．
一部の研究者や保全活動に携わる者などが「スイゲン

ゼニタナゴ」日本個体群の種，または亜種としての分
類学的地位の消失を受け入れにくい理由には，さらに
もう一つがあるだろう．「スイゲンゼニタナゴ」日本個
体群が，「種の保存法」の国内希少野生動植物種として
指定されていることである．「スイゲンゼニタナゴ」日
本個体群はきわめて保全優先度の高い危機的な魚類であ
るが，種または亜種の地位を失った場合，法制度上，保
全の優先度や公的な裏付けが失われるのではないかとい
う現実味のある懸念があり，細谷（2013: 1815）におい
てもそれに関わる記述がある．本来，種や亜種などの分
類学的地位は，保全目的のために与えたり与えなかった
りするものではない．しかし，根拠や説得力が十分でな
い形で，急に分類学的地位を剥奪されたことになる今回
の経緯については，地域で献身的に保全活動を続けてき
た立場から疑義や反発が生じても驚くことではない．特
に，「山陽の集団だけを種または亜種としてみなす根拠
はなく，今後カゼトゲタナゴの地方個体群に位置づけて
保護を進めることこそ生物多様性保全の理念に適うと考
える」（細谷，2013: 1815）という意図を捉えにくい文章
に接して，「山陽の集団だけ」が分類学的地位を奪われ
ることは受け入れにくいかもしれない．魚類検索三版の
ような，研究分野のみならず，一般市民や保全活動，環
境行政にも影響力のある一般書籍に記すのは，本来，学
術的に完成度が高まってからでも遅くない．
分類学を含め，学術的な意見表明や論争は，本質的に

は，社会的要請に制約を受けることなく，自由に行われ
るべきものである．保全方針に合わないからといって，
学術的な意見表明や提案自体が否定されてはならない．
一方，いずれの見解を受け入れるかは，原則的に受け取
り手の自由であり，影響力のある書籍であれ，あるいは
ピアレビュー制の雑誌に掲載された論文であれ，論文の
内容以上に正当性や権威が付加されるものではない．し
かし，この点は一般市民が誤解しやすい点でもある．こ
ういった基本的な考えや社会状況のなかで，分類学者
は，分類学の使命である学名の安定性と普遍性を高め，
その名称としての機能を保証することを最優先として
いるものと期待される（動物命名法国際審議会，2000）．
過渡的な分類学的措置を影響力のある媒体で公表するこ
とに対しては十分に抑制的であってほしい．
その一方で，現状において「スイゲンゼニタナゴ」の

保全を停滞・後退させる合理的な理由は一切ない．学術
的に過渡的な状況に左右されることなく，柔軟な法解釈
と関係者の状況理解のもとで，今後もますます保全を進
めなければならない．この点で，環境省中国四国地方環
境事務所（2014）が『「カゼトゲタナゴ山陽地域個体群」
とする見解もありますが，（中略）スイゲンゼニタナゴ
として国内希少野生動植物種に指定されていることに何
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ら変更はありません』とウェブ上で明言，広報している
ことは評価される．

混乱解決への道：2 つの難しい問題
カゼトゲタナゴ類の名称はどのようにすればよいの

か．本稿は，異なる分類学的措置に対して甲乙をつける
ことを目的とするものではなく，また命名法的行為を行
う場所としてふさわしくないが，ここで問題の所在のみ
をあらためて指摘しておきたい．
河 村（2013a, b） が 主 張 す る よ う に，Miyake et 

al.（2011）が示す系統関係をみる限り， 「カゼトゲタ
ナゴ」と「スイゲンゼニタナゴ」日本個体群は，それ
ぞれ「スイゲンゼニタナゴ」朝鮮半島個体群と対等に
大きく分化した進化系列である．さらに中国のサン
プル（Rhodeus notatus）を加えて解析した Kawamura et 
al.（2014: figs. 2, 3） か ら は，Kim and Park (2002) で R. 
notatusの新参異名として扱われている朝鮮半島のサン
プル（R. atremius suigensis）がやはり中国（山東省）の
ものとは大きく遺伝的に分化していることが読み取れ
る．一方，ミトコンドリア DNAに加え，核ゲノムの 6
遺伝子の塩基配列を用いてタナゴ類の系統関係を詳し
く解析した Chang et al.（2014: fig. 1）では，「カゼトゲタ
ナゴ」と「スイゲンゼニタナゴ」日本個体群からなる
「日本クレード」の存在が支持されている．ただし，残
念ながら中国の R. notatusは結果に含まれていない．ま
た，Rhodeus fangi (Miao, 1934)（中国）もカゼトゲタナゴ
類に含まれるようだが，その位置づけは未解決である
（Chang et al., 2014；Kawamura et al., 2014）．
カゼトゲタナゴ類に限らず，淡水魚のように地理的に

隔離されやすい生物の場合にまず大きな問題となるの
が，異所的に分化した，識別形質（通常，形態）に乏し
い近縁群に対して，種や亜種（あるいは地域個体群）の
いずれのランクを与えるかの基準が必ずしも客観的では
ないことである．しかし，分類学の役割が単なる形態に
よる生物の仕分け作業ではなく，遺伝的・歴史的に他か
ら分化した独自の進化的存在に命名することにより，種
多様性の実態を明らかにし，生物学の一般参照体系を提
供することであるならば，遺伝的分化が明瞭なカゼトゲ
タナゴ類の地域個体群を種や亜種として命名・区別する
ことは理にかなっているように思われる．ただし，一旦
異名関係としてしまった以上，それを再度，正攻法によ
り独立した分類群に変更するには，従来の分類学で必要
となる形態学的識別点や特徴を改めて明示することが求
められ，亜種とはいえ，幾分高いハードルがあるかもし
れない．
さらに，カゼトゲタナゴ類の名称（学名）を確定する

際のもう一つの大きな問題として，細谷（2013）が記す
とおり，Acheilognathus smithii Regan, 1908が「カゼトゲ
タナゴ」と「スイゲンゼニタナゴ」のどちらに対して付
けられたものかがわからないことである．形態的に区別
が難しいだけでなく，原記載において採集地点が「the 

R. Nodogawa, Kioto, Japan」とあり，該当する地名がない
ことと（“R. Nodogawa” ＝淀川？），Kiotoが “ 京都 ” なら
ば，現在知られる分布域外であることから，合理的な判
断が困難である．新たな名称を増やさず，河村（2013a）
が提唱するように，この学名を山陽の個体群（「スイゲ
ンゼニタナゴ」）に充てて Rhodeus smithii smithii (Regan, 
1908) とし，九州の「カゼトゲタナゴ」には Rhodeus 
smithii atremius (Jordan and Thompson, 1914) を充てること
ができるかもしれない．一方，基亜種を細谷（2013）に
ならって九州の「カゼトゲタナゴ」Rhodeus smithii smithii 
(Regan, 1908) とし，山陽地方の「スイゲンゼニタナゴ」
を未記載亜種 Rhodeus smithii subsp. として扱う提案もな
されている（斉藤・内山，2015）．もちろん，大きな遺
伝的分化や体色的特徴を重視せず，単一亜種とすること
もありえる（細谷，2013）．遠くない将来に，分類学者
により説得力のある解決が図られることを期待したい．
なお，山陽地方の「スイゲンゼニタナゴ」を朝鮮半島

の個体群と別（亜）種として扱う限り，朝鮮半島の個体
群に付けられたスイゲンゼニタナゴという標準和名は日
本の個体群には不適当だと思われる．学名の決定と並行
して，速やかに標準和名の提唱・確定もなされることが
望まれる．
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